
（7）取締役および執行役の報酬等

❸報酬体系の決定プロセス
　報酬委員会では、取締役および執行役の報酬等に関する諸課題を検討するとともに、報
酬等の水準を毎年確認し、次年度の報酬体系を決定しています。
　なお、報酬等に関する諸課題の検討および報酬等の水準の調査、検討において、報酬委
員会は、外部専門機関のデータ等を積極的に取り入れ、活用しています。

❹取締役の報酬体系
取締役の報酬等 基本報酬 ● 基本報酬は定額制とし毎月支給しています。

● 取締役会の議長、各委員会の委員長には、当該職務
に対する報酬が加算されています。

● 社内取締役には、常勤の取締役としての業務に対する
報酬が加算されています。

❶報酬等の決定
　取締役および執行役の報酬等については報酬委員会で決定しています。当社の報酬委員会
は、委員長を含む4名全員が社外取締役であり、客観的な視点と透明性を重視しています。
報酬委員会は、当社の取締役および執行役の個人別の報酬等の内容を決定する権限を有して
おり、主に①取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、②取締
役および執行役の個人別の報酬等の内容、③執行役の業績連動型報酬の決定に係る全社業
績目標および各執行役の個人別業績目標の達成度に基づき評価の決定を行っています。
　なお、報酬委員会が必要と認めた場合、取締役および執行役の報酬等について別途審議
し、例外的な措置をとることがあります。

❷報酬等の決定に関する基本方針
　報酬委員会は、取締役および執行役が受ける個人別の報酬等の基本方針について、報酬
委員会運用規則で以下のとおり定めています。

取締役および執行役が受ける個人別の報酬等の基本方針

1. グローバルに優秀な人材を当社の経営陣として確保することができる報酬内容とする。
2. 株主および従業員に対する説明責任を果たしうる公正かつ合理性の高い報酬内容とする。
3. 経営の監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行役の報酬等は、別体系とする。
4. 取締役の報酬等は、取締役が、その職務である経営の監督機能を十分に発揮するのに相

応しい報酬内容とする。
5. 執行役の報酬等は、執行役が、その職務である業務執行に対し強く動機付けられ、大き

な貢献を生み出せる報酬内容とする。
6. 取締役と執行役を兼任する者の報酬等は、執行役の報酬等のみとする。
7. 執行役と使用人を兼任する者の報酬等は、執行役の報酬等のみとする。
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　取締役の報酬等は、定額の基本報酬のみとなっています。取締役の職務は経営の監督であ
り、その監督機能を十分に発揮できる、取締役として相応しい内容とするため、業績連動型
報酬を組み込まずに定額とし、その水準は、産業界の中上位水準を志向して設定しています。

❺執行役の報酬体系
　優秀な人材を当社の経営陣として確保することができる報酬内容とすること、および執行
役が業務執行に対し強く動機付けられ、大きな貢献を生み出せる報酬内容とすること、これ
らの基本方針に則り、報酬委員会では国や地域による報酬水準や報酬等の仕組みの違いを
認識して、執行役の報酬等を決定しています。
　執行役の報酬等は、以下の図に示すとおり、基本報酬、賞与および株式報酬で構成して
います。執行役の報酬等の水準は、産業界の中上位水準を志向して設定しています。

執行役の報酬等 基本報酬

賞与

株式報酬

● 基本報酬は役位別の定額制とし毎月支給しています。

● 賞与は、全社業績目標および各執行役の個人別業績
目標達成度により、賞与基礎額の0～225％の範囲で
支給することとしています。

● 株式報酬は、全社業績目標達成度により、基本交付
株数の0～150％の範囲で給付することとしています。

　執行役の報酬等は、基本報酬、賞与および株式報酬の割合を6：3：1とし、総報酬にお
ける業績連動型報酬比率は40％となっています。

　なお、海外子会社出身の執行役、および高度な専門性や資格等を有する執行役の報酬等
については、報酬決定のプロセスは同様であるものの、現地の報酬の仕組みや報酬水準、
職務の専門性の違いを考慮し、個別に審議を行い決定しています。特に、海外子会社出身
の執行役の業績連動型報酬においては、株式報酬制度は採用せず、中長期インセンティブ制
度を取り入れた設計としています。
　当社の株式報酬制度は、信託を通じ、全社業績目標達成度に応じて執行役に株式報酬を
毎年給付する中長期インセンティブプランです。
　当社執行役が株主の皆様と同じ視点で利益意識を共有し、中長期的な視野で業績や株価
を意識した業務執行を動機付ける内容としています。

固定報酬 業績連動型報酬
賞与

（30％）
基本報酬
（60％）

株式報酬
（10％）
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執行役への株式報酬制度

❶信託設定
		（3年間）

❷当社株式
		（自己株式）

❷代金の
　支払い

❸	全社業績目標
　達成度に基づき
　株式報酬を給付

【委託者】当社 【受益者】当社執行役

【受託者】三菱UFJ信託銀行

株式報酬制度の仕組み（概念図）

　執行役に給付される株式報酬は、毎年の全社業績に応じて増減します。また、中長期的
には、株価が変動することにより報酬としての実質的な価値が変動します。この仕組みを継
続することで、株主の皆様と同じ視点に立って企業価値を向上させようという執行役のモチ
ベーションの向上につながるものと考えています。
　なお、社内規程により、執行役は当社株式を在任中および退任後1年経過するまで売却す
ることはできません。

　報酬委員会は執行役の業績評価および業績連動型報酬（賞与、株式報酬）の個人別の支
給額・交付株数を審議し、決定します。執行役の賞与および株式報酬は全社業績目標および
各執行役の業績目標の達成度に応じて、それぞれ上記の計算式により算出されます。
　全社業績目標達成度は、連結売上収益、連結営業利益、連結当期利益（親会社帰属分）
および連結ROEを評価し決定します。事業年度ごとに、各項目の達成度に基づき報酬委員
会が全社業績目標の達成度を0～150％の範囲で評価します。
　この4つの評価指標を採用した理由は、年度の事業計画の達成に向けて数値目標として公
表し、株主の皆様と共有している経営指標であること、また、連結ROEについては、持続的
な株主価値の創造に関わる重要な指標と捉えていることです。報酬委員会では、これらの4
指標が業務執行を評価する上で適切であると考えています。
　個人別業績目標達成度は、各執行役の個人別業績目標の達成度に基づき、代表執行役CEO
から提案される個人別評価を報酬委員会が審査し、決定しています。なお、個人別業績目標は、
各執行役が具体的な業績目標を掲げて、これに優先度に応じた配点ウエイトを定め、代表執行
役CEOと協議後、報酬委員会に提案し、報酬委員会がその妥当性を審議し、決定しています。
　その結果、執行役の賞与は賞与基礎額の0～225％の範囲で支給され、株式報酬は基本交
付株数の0～150％の範囲で給付されます。

業績連動型報酬の決定プロセス

支給率：0～225％ 評価：0～150％ 評価：0～150％

賞与基礎額 全社業績目標達成度＊ 個人別業績目標達成度= × ×

支給率：0～150％ 評価：0～150％

基本交付株数 全社業績目標達成度＊= ×

賞与

株式報酬

＊ 連結売上収益、連結営業利益、連結当期利益（親会社帰属分）、連結ROEの目標達成度に基づき算定されます。
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❻取締役および執行役の報酬等の総額
　取締役および執行役の2021年度（2021年4月1日から2022年3月31日まで）の当社に
おける報酬等の総額は以下のとおりです。
2021年度の役員の報酬等の総額

基本報酬 業績連動型報酬
合計

（百万円）

左記のうち
非金銭
報酬等

（百万円）

賞与 株式報酬
対象人員
（名）

金額
（百万円）

対象人員
（名）

金額
（百万円）

対象人員
（名）

金額
（百万円）

取締役（社内） 4 113 ― ― ― ― 113 ―
取締役（社外） 9 103 ― ― ― ― 103 ―
執行役 28 765 28 348 28 67 1,180 33
合計 41 981 28 348 28 67 1,396 33

❼役員ごとの連結報酬等（1億円以上）
　2021年度において連結報酬等が1億円以上である役員は、以下の5名であり、それぞ
れ以下のとおりです。
　● 代表執行役CEO 内藤 晴夫 123百万円
　● 常務執行役 ガリー・ヘンドラー 114百万円
　● 常務執行役 ヤンホイ・フェン 125百万円
　● 執行役 リン・クレイマー 173百万円
　● 執行役 アレキサンダー・スコット 138百万円

※ ガリー・ヘンドラーはエーザイ・ヨーロッパ・リミテッド（英国）より、リン・クレイマー、アレキサン
ダー・スコットはエーザイ・インク（米国）より、ヤンホイ・フェンは衛材（中国）薬業有限公司より、
それぞれ報酬委員会の決定に基づき報酬を受けており、その総額を記載しています。

（注） 1  取締役と執行役の兼務者の報酬等は、執行役の報酬等のみとしているため、取締役兼代表執行役
CEOの報酬等は、執行役に含まれています。

 2  基本報酬には、対象となる役員に対して、各役員の2021年度の在任期間に応じて支払った基本報
酬の合計額を記載しています。

 3  執行役の賞与は、2021年4月から2022年3月を対象期間とし、対象となる執行役に対して2022年
7月に支給する予定の未払賞与の総額、および2020年4月から2021年3月を対象期間とし、対象と
なる執行役に対して2021年7月に支給した賞与＊の総額と、2020年度の事業報告において開示し
た賞与引当額との差額の合計額を記載しています。

  ＊ 2020年度全社業績目標達成度が業績連動型報酬の支給基準を満たさないことが判明したため、
報酬委員会は、内規に基づく例外的な措置を講じ、例外的な賞与を支給しています。

 4  執行役の株式報酬は、2021年4月から2022年3月を対象期間とし、対象となる執行役に対して
2022年7月に交付する予定の未払株式報酬の総額、および2020年4月から2021年3月を対象期間
とし2021年7月に交付した株式報酬等の総額と、2020年度の事業報告において開示した株式報酬
引当額との差額の合計額を記載しています。なお、執行役の株式報酬は、対象となる執行役に交付
した、および交付する予定の当社普通株式の総数に、信託が保有する当社株式の単価を乗じた額を
もとに記載しています。

 5  ストックオプションに関しては、2013年6月の株式報酬体系への移行後、新たな付与を廃止してお
り、2015年度以降に会計処理上必要な費用計上額がなく、表中に記載していません。

 6  執行役の株式報酬は、報酬委員会が全社業績目標達成度に応じて決定した交付株式数の半数を株式
で交付し、半数は当該信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭を給付しています。な
お、報酬委員会の決定に基づき、2020年4月から2021年3月を対象期間として当該事業年度中に
交付した株式数はゼロとなりました。

 7  当事業年度中の業績連動報酬の算定に用いた業績指標（連結売上収益、連結営業利益、連結当期利
益（親会社帰属分）、連結ROE）については、108頁、109頁の表中をご参照ください。

 8  当事業年度に係る取締役および執行役の個人別報酬等の内容について、報酬委員会は、報酬委員で
ある社外取締役4名による検討・審議の結果、これが報酬等の決定に関する基本方針に沿うもので
あることを確認しています。
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